
 

精華町告示第５５号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、

精華町国民健康保険病院の指定管理者を次のとおり指定した。 

 

  平成１７年１２月２６日 

 

                     精華町長 木村 要   

 

１ 指定をした日 

  平成１７年１２月２６日 

 

２ 管理を行わせる公の施設の名称 

  精華町国民健康保険病院 

 

３ 指定を受けた団体の名称及び所在地 

  医療法人医仁会 

  京都市伏見区石田森南町２８番地の１ 

 

４ 指定の期間 

  平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで 


